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占冠村むらびと条例が施行されます

「占冠村むらびと条例」とは？

条例の制定

村民一人ひとりが村づくりに参加してもらう仕

組みを構築し、より住みよい村を築いていくため、

村づくりに関するルールや村民の権利、自治に関わ

る各主体の責務などについて定めたものです。

条例は、検討委員会を１１回開催したほか、村民フ

ォーラムや中学生のワークショップを通じて意見

集約を行ってきました。

条例前文には、近年多発する災害への備えとし

て、「災害時における役割分担を住民全体で意識共

有し、地域コミュニティを核とした住民自治の力を

高めていくことが必要」であることや、第４次占冠

村総合計画に定める「住民と行政の役割を分担し、

住民との協働を推進していく」ことを盛り込み、住

民と自治体の関係について規定しました。

この条例は、村民の皆さんが村づくりに参加する

権利と責務を定め、村はその村民自らがむらづくり

について考え行動できるよう、積極的な行政情報の

提供や村民の意向の把握、村民との情報共有に努め

ていくこと、村民参加の推進・協働の村づくりやコ

ミュニティ推進の支援を行っていきます。

※条例の詳細は、村ホームページをご覧ください。

占冠村むらびと条例セミナー

日時 ６月７日（火）１８時～

場所 コミュニティプラザ

むらびと条例を活かして、むらづくりを進め

ていくために、セミナーを開催します。

セミナーはむらづくりへの参加の第一歩！

お気軽にご参加ください。

■問い合わせ

企画商工課企画担当 電話 ５６－２１２４

≪むらづくりの基本理念及び基本原則≫

（基本理念）

村民はむらづくりの主体です。

（基本原則）

むらづくりの基本原則は、次のとおりとします。

（１） 村民、議会及び村が、むらづくりに関する

情報を共有します。

（２） 村民一人ひとりが考え行動し、むらづくり

に参加する機会が保障されます。

（３） 村民、議会及び村が、それぞれの役割と責

務を認識し、協働してむらづくりを行います。

（４） 議会及び村は、村政に対する村民の信頼を

確保するため、説明責任を果たすとともに、

公正な村政運営を行います。

≪むらづくりの基本方針≫

〇安全で安心なむらづくり 〇人と自然との共生のむらづくり

〇活力のある魅力的なむらづくり 〇愛着のあるむらづくり

〇子育てと人づくりの推進 〇地域情報化の推進

〇国際交流 〇平和体験学習

「自治体の憲法」と言われる自治基本条例「占冠村むらびと条例」が本年３月制定され、６月より施行さ

れます。

この条例は占冠村のむらづくりの基本となるものであり、村民及び村は条例の趣旨を最大限尊重するも

のとして位置づけています。その概要をお知らせします。

条例は、前文と１０章（第４２条）から成ります。

基本理念と基本原則のもと、むらづくりに関する基本的

な事項を定め、村民の参加と協働を推進するものです。

第１章 総則（第１条～第２条）

第２章 むらづくりの基本理念と基本原則（第３条～第４条）

第３章 情報の共有（第５条～第７条）

第４章 参加と協働（第８条～第１３条）

第５章 村民（第１４条～第１５条）

第６章 議会（第１６条～第１９条）

第７章 村（第２０条～第２３条）

第８章 村政運営の原則（第２４条～第３２条）

第９章 むらづくりの基本方針（第３３条～第４０条）

第１０章 条例の位置付け等（第４１条～第４２条）

附則

この条例の制定によって、すぐに村づくりが

進むわけではありません。

将来へ向けたよりよい村づくりには、その主

体である村民と議会、村が一体となって考えあ

っていく必要があります。

行政としても住み良い村づくりに努めてい

きますが、さらによりよい関係を築きながら、

一体となって村づくりを進めていきましょ

う！
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